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ふ
る
さ
と
納
税
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
28

年
度
か
ら
返
礼
品
の
充
実
を
図
る
と
と
も

に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
事
業
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
ふ
る
さ

と
納
税
額
の
増
加
や
地
元
産
品
の
販
路
拡
大

に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
新
た
な
財
源
と
し
て

よ
り
多
く
の
事
業
に
活
用
が
で
き
る
よ
う
、

更
な
る
返
礼
品
の
充
実
拡
大
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

行
政
改
革
に
つ
い
て
は
、「
第
３
次
集
中

改
革
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
い
て
着
実
に
実
施
し

て
ま
い
り
ま
す
。
定
員
適
正
化
に
つ
い
て
は
、

事
業
数
、
予
算
規
模
の
推
移
や
、
県
か
ら
の

事
務
移
譲
等
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
32
年

度
に
６
６
８
名
と
す
る
計
画
を
、
平
成
35
年

度
に
変
更
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

組
織
機
構
に
つ
い
て
は
、
観
光
商
工
局
を

部
へ
昇
格
し
、
観
光
客
増
加
及
び
多
様
化
す

る
観
光
関
連
産
業
へ
の
対
応
を
強
化
し
ま

す
。
ま
た
、
防
災
危
機
管
理
班
を
課
に
移
行

し
、
防
災
業
務
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
ま

ち
づ
く
り
振
興
班
に
つ
い
て
も
課
へ
の
移
行

に
よ
り
住
民
や
地
域
団
体
の
協
働
に
よ
る
地

域
づ
く
り
の
支
援
を
強
化
し
ま
す
。

　

職
員
の
資
質
向
上
を
図
る
た
め
、
業
務
遂

行
に
必
要
な
研
修
に
加
え
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

向
上
に
繋
が
る
研
修
や
職
員
の
健
康
に
関
す

る
研
修
等
を
実
施
し
、
職
員
の
人
材
育
成
と

資
質
の
向
上
に
取
り
組
み
ま
す
。

お 

わ 

り 

に

　

第
２
次
宮
古
島
市
総
合
計
画
は
、
今
後
十

年
間
の
本
市
の
目
指
す
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
が
基

本
構
想
、
基
本
計
画
と
し
て
明
確
に
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き

た
各
種
施
策
の
効
果
検
証
に
よ
る
事
業
の
取

捨
選
択
を
行
い
、
事
業
の
効
率
化
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

　

併
せ
て
、
こ
れ
か
ら
先
の
10
年
、
20
年
後

を
見
据
え
た
、
人
材
育
成
を
図
る
た
め
の
給

付
型
を
含
む
新
た
な
奨
学
金
制
度
創
設
の
検

討
、
振
興
発
展
に
寄
与
す
る
新
し
い
事
業
の

導
入
に
つ
い
て
の
調
査
、
高
等
教
育
機
関
の

設
置
、
実
証
事
業
を
進
め
て
い
る
天
然
ガ
ス

に
つ
い
て
の
事
業
化
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
増
加
す
る
観
光
客
に
伴
う
環
境
負
荷

や
行
政
需
要
に
対
応
す
る
法
定
外
目
的
税
の
導

入
に
つ
い
て
制
度
設
計
を
行
い
、
市
民
に
理
解

が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

掲
げ
た
施
策
の
着
実
な
実
行
に
よ
り
、
市

民
生
活
の
向
上
と
、
福
祉
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
、
社
会
基
盤
の
整
備
な
ど
を
推
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
市
民
の
皆
様
そ
し
て

市
議
会
議
員
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
、
私
の
施
政
方
針
と
し
ま
す
。

              

平
成
30
年
３
月
２
日

                    

宮
古
島
市
長　

下
地
敏
彦

に
推
進
し
ま
す
。

　

市
民
と
行
政
が
協
働
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
に
、
行
政
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
広
報
誌

及
び
市
勢
要
覧
の
改
訂
版
を
発
行
し
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
及
び
宮

古
テ
レ
ビ
の
行
政
情
報
チ
ャ
ン
ネ
ル
等
で
情

報
を
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

７  

将
来
を
見
据
え
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

                 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進

　

本
市
の
自
立
発
展
を
支
え
る
社
会
基
盤
と

な
る
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

葬
祭
場
や
ゴ
ミ
処
理
施
設
な
ど
の
生
活
環
境

基
盤
と
な
る
施
設
や
、
海
中
公
園
や
Ｊ
Ｔ
Ａ

ド
ー
ム
宮
古
島
な
ど
の
本
市
経
済
を
牽
引
す

る
観
光
産
業
関
連
施
設
な
ど
の
整
備
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

　

現
在
建
設
中
の
未
来
創
造
セ
ン
タ
ー
は
、

平
成
31
年
７
月
の
供
用
開
始
に
向
け
着
々
と

建
設
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
市
民
の
教
育
・

文
化
に
関
す
る
生
涯
学
習
及
び
暮
ら
し
を
支

え
る
拠
点
施
設
と
し
て
利
活
用
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

新
博
物
館
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
基
本
構

想
・
計
画
を
策
定
し
、
具
体
的
な
方
向
性
を
取

り
纏
め
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
児
童
生
徒
を
は

じ
め
市
民
が
利
用
し
や
す
い
場
所
の
選
定
に
つ

い
て
、
有
識
者
や
市
民
代
表
を
含
め
た
委
員
会

を
設
置
し
議
論
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

総
合
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
昨
年
９
月

に
建
設
場
所
を
決
定
し
ま
し
た
。
市
民
の

利
便
性
を
考
慮
し
た
総
合
庁
舎
と
、
保

健
セ
ン
タ
ー
を
併
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、

包
括
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
、
業

務
の
効
率
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

８  

効
率
的
・
効
果
的
な

                

行
財
政
運
営
の
推
進

　

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

合
併
に
よ
る
特
例
措
置
期
間
が
既
に
終

了
し
て
お
り
、
平
成
32
年
度
ま
で
の
段

階
的
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
増
大
す
る
社
会
保

障
費
や
、
老
朽
化
す
る
公
共
施
設
の
更

新
な
ど
、
今
後
の
財
政
運
営
を
一
層
厳

し
く
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」
に

基
づ
く
施
設
の
廃
止
や
統
廃
合
を
行
い

ま
す
。

　

ま
た
、
施
設
の
更
新
に
係
る
費
用
の

縮
減
や
、
市
債
発
行
を
抑
制
す
る
こ
と

に
よ
る
後
年
の
公
債
費
負
担
比
率
の
軽

減
を
図
る
な
ど
、
財
政
の
効
率
化
を
推

進
し
、
財
政
の
健
全
化
に
努
め
ま
す
。

　

自
己
財
源
で
あ
る
市
税
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
ビ
ニ
納
付
等
に
よ
り
納
付
者
の
利

便
性
を
高
め
、
徴
収
率
の
向
上
に
努
め

る
と
と
も
に
、
公
金
収
納
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
り
ま
す
。

− 平成 30 年度宮古島市地域づくり支援事業 ( 公募型 ) 募集のお知らせ ー

平良地域でがんばる団体を支援します！
「地域を元気にしたい！」という熱意がある団体の活動を支援します！熱意とアイデアのある事

業の応募をお待ちしています。

■対象者：平良地域で活動する団体

■応募できる要件：①構成員が 5 人以上の団体であること。

　　　　　　　　　②当該年度内に完了する事業であること。

　　　　　　　　　③国、地方公共団体等の補助金の交付を受けない事業であること。

　　　　　　　　　④政治活動、宗教活動および営利活動を目的とする事業でないこと。

　　　　　　　　　⑤本事業で過去に 3 回の補助金交付を受けていない団体であること。

　　　　　　　　　⑥代表者は納税の義務を果たしていること。

　　　　　　　　　⑦団体の規則・会則などがあること。

■応募期間：平成 30 年 5 月 1 日 ( 火 ) 〜 5 月 18 日 ( 金 )17 時まで

■応募方法：申込書 ( 平良庁舎 2 階 地域振興課窓口で配布 ) に必要事項を記入し提出。

                  ＊申込書は宮古島市ホームページからもダウンロードできます。

■提出先・お問合せ：地域振興課 ( 平良庁舎 2 階 )　☎ 73-4905

平成 30 年度 「特別障害者手当」及び「障害児福祉手当額」について

平成 29 年度 ( 月額 ) 平成 30 年度 ( 月額 )

特 別 障 害 者 手 当 26,810 円 26,940 円

障 害 児 福 祉 手 当 14,580 円 14,650 円

【対 象 者】

在宅で心身に重度の障害があるため、日常生

活において常時特別の介護を必要とする 20

歳以上で、一定の要件に該当する方に月額

26,940 円 ( 平成 30 年度 ) の手当が支給され

ます。

【支給制限】
・施設に入所されている方。

・病院、診療所に継続して 3 ヵ月以上入院して

  いる方。

・本人及び扶養義務者の所得が一定額を超え

  る方。

＊ 障 害 児 福 祉 手 当 ＊

【対 象 者】

在宅で心身に重度の障害があるため、日常生

活において常時特別の介護を必要とする 20

歳未満で、一定の要件に該当する方に月額

14,650 円 ( 平成 30 年度 ) の手当が支給され

ます。

【支給制限】

・施設に入所されている方。

・障害年金を受給している方。

・本人及び扶養義務者の所得が一定額を超え

  る方。

■お問合せ：障がい福祉課 ☎ 73-1975

＊ 特 別 障 害 者 手 当 ＊

※ 両手当とも支給月は 2、5、8、11 月でそれぞれの支給月前月までの 3 カ月分を本人の口座に

　振込みます。

※ 現在、手当を受給されている方で、支給制限に該当する場合は速やかに届出をしてください。


